
去
る
３
月
６
日
（
水
）
、

午
後
１
時
30
分
よ
り
タ
ブ

レ
ッ
ト
根
岸
５
階
会
議
室

に
て
、
13
組
合
、
29
名
の

参
加
の
下
、
第
30
回
労
供

労
組
協
総
会
が
開
催
さ
れ

ま
し
た
。

初
に
伊
藤
彰
信
議
長

か
ら
、
「
厚
生
労
働
省
の

労
働
者
供
給
事
業
の
事
業

報
告
を
見
る
と
労
働
者
供

給
事
業
は
１
５
、
６
％
の

成
長
産
業
と
な
っ
て
い
る
。

労
働
者
派
遣
の
労
働
者
数

が
減
っ
て
い
る
中
に
お
い

て
、
労
働
者
供
給
事
業
と

い
う
の
を
も
う
一
度
強
く

ア
ッ
ピ
ー
ル
し
な
が
ら
活

動
を
進
め
て
い
き
た
い
と

感
じ
て
い
る
。
皆
さ
ま
の

熱
心
な
議
論
で
今
後
一
年

間
の
活
動
方
針
が
決
ま
る

よ
う
に
お
願
い
し
た
い
。
」

と
の
挨
拶
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
横
山
南
人
事

務
局
長
か
ら
２
０
１
２
年

度
経
過
報
告
と
２
０
１
３

年
度
活
動
方
針
提
案
が
あ

り
ま
し
た
。

２
０
１
２
年
度
経
過
報

告
で
は
、
全
国
の
労
供
事

業
所
86
の
内
、
45
事
業
所

が
労
供
労
組
協
加
盟
組
合

で
あ
る
こ
と
、
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
「
派
遣
は
ダ
メ
！
労
供

を
始
め
よ
う
」
の
販
売
状

況
、
日
雇
雇
用
保
険
と
特

例
健
康
保
険
適
用
の
改
善

を
求
め
る
署
名
の
件
、
２

０
１
２
年
国
際
協
同
組
合

年
の
11
月
17
日
、
18
日
に

「
い
ま
、
『
協
同
』
が
創

る
２
０
１
２
全
国
集
会
」

が
開
催
さ
れ
た
件
、
Ｎ
Ｐ

Ｏ
派
遣
労
働
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
活
動
な
ど
の
報
告
が

あ
り
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
行
政
に
関
与

す
る
活
動
と
し
て
、
し
ご

と
情
報
ネ
ッ
ト
運
営
協
議

会
や
東
京
都
の
労
働
者
派

遣
事
業
適
正
運
営
協
力
員

会
議
の
報
告
も
あ
り
ま
し

た
。
労
供
労
組
協
４
役
の

内
、
３
名
が
東
京
都
の
労

働
者
派
遣
事
業
適
正
運
営

協
力
員
に
な
っ
て
い
ま
す
。

昨
年
の
総
会
で
掲
げ
た
方

針
の
「
國
學
院
大
學
経
済

学
部
の
労
供
研
究
会
が
終

了
し
た
後
も
、
労
供
労
組

協
に
お
い
て
労
供
研
究
会

を
継
続
す
る
。
」
に
関
し

て
、
昨
年
８
月
３
日
の
幹

事
会
と
同
日
に
開
催
さ
れ

た
労
供
研
究
会
に
お
け
る
、

橋
元
座
長
の
國
學
院
大
學

の
労
供
研
究
会
を
存
続
さ

せ
た
い
、
と
の
意
向
と
、

労
供
事
業
を
実
践
す
る
当

事
者
が
労
供
研
究
会
と
い

う
の
は
ど
う
か
、
日
々
雇

用
の
労
働
者
の
問
題
を
ど

う
解
決
し
て
い
く
の
か
な

ど
、
実
務
に
即
し
た
こ
と

を
行
う
べ
き
で
は
な
い
か
、

な
ど
の
意
見
を
尊
重
し
て
、

労
供
労
組
協
と
し
て
は
労

供
研
究
会
と
い
う
名
前
で

は
な
く
、
実
務
に
即
し
た

調
査
・
研
究
を
行
っ
て
い

く
こ
と
に
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、
２
０
１
２
年

度
決
算
報
告
・
会
計
監
査

と
２
０
１
３
年
度
予
算
提

案
が
あ
り
ま
し
た
。

２
０
１
３
年
度
予
算
提

案
で
は
昨
年
の
労
供
研
究

会
研
究
費
に
替
え
て
、
調

査
・
研
究
費
と
し
て
10
万

円
を
計
上
し
、
こ
こ
か
ら

労
供
研
究
会
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
の
維
持
、
管
理
費
も
支

出
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

討
議
に
入
っ
て
、

初

に
事
業
報
告
が
そ
れ
ぞ
れ

の
組
合
か
ら
あ
り
ま
し
た
。

出
席
者
か
ら
、
「
方
針

の
(1)
労
働
者
の
権
利
の
維

持
拡
大
の
①
に
『
労
働
者

派
遣
法
に
反
対
し
、
労
働

者
供
給
事
業
法
の
制
定
に

向
け
て
要
綱
案
を
検
討
す

る
。
』
と
あ
り
、
『
労
働

者
派
遣
法
に
反
対
し
、
』

と
い
う
記
載
が
あ
る
。
昨

年
10
月
の
派
遣
法
改
正
で
、

厚
労
省
か
ら
労
働
者
保
護

法
に
変
え
た
と
い
う

説
明
が
あ
っ
た
か
と

思
う
が
、
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
労
働

者
派
遣
法
に
反
対
な

の
か
。
」
と
い
う
質

問
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
質
問
に
対
し
て

は
伊
藤
議
長
か
ら
、

「
労
供
事
業
法
の
要

綱
案
を
作
っ
て
い
く

と
き
に
ど
の
よ
う
に

考
え
る
か
と
い
う
問
題
だ
。

実
現
可
能
性
の
高
い
事
業

法
を
作
る
と
な
る
と
現
行

の
派
遣
法
は
肯
定
し
て
お

か
な
い
と
い
け
な
い
と
い

う
こ
と
だ
が
、
方
針
で
は

派
遣
を
否
定
し
て
、
そ
れ

に
替
わ
る
労
供
事
業
法
を

検
討
し
ま
す
、
と
い
う
趣

旨
だ
。
ど
の
よ
う
に
労
供

事
業
を
作
っ
て
い
く
の
か

と
い
う
こ
と
は
、
今
後
、

議
論
を
し
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
」
と
の
回

答
が
あ
り
ま
し
た
。

討
議
の
後
、
採
択
が
あ

り
、
２
０
１
２
年
度
経
過
、

２
０
１
３
年
度
活
動
方
針
、

２
０
１
２
年
度
決
算
お
よ

び
２
０
１
３
年
度
予
算
が

い
ず
れ
も
賛
成
多
数
で
可

決
し
ま
し
た
。
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労
供
労
組
協
第
30
回
総
会
開
催
さ
れ
る

～

労
働
者
供
給
事
業
法
要
綱
案
作
成
に
向
け
て
～

(1)

【
２
０
１
３
年
度
役
員
】

議
長

伊
藤
彰
信
（
全
港
湾
）

副
議
長

太
田
武
二
（
新
運
転
）

事
務
局
長

横
山
南
人
（
電
算
労
）

事
務
局
次
長

青
谷
充
子

（
音
楽
ユ
ニ
オ
ン
）

同
右

峯
島

仁
（
サ
ー
ビ
ス
連
合
）

同
右

真
島
勝
重
（
全
港
湾
）

同
右

江
藤
希
倫
利
（
電
算
労
）

会
計
監
査

緒
方
承
武
（
映
演
共
闘
）



今
年
の
総
会
で
は
、
東

京
大
学
社
会
科
学
研
究
所

の
水
町
勇
一
郎
教
授
を
講

師
と
し
て
「
労
働
市
場
法

制
の
課
題
と
労
働
者
供
給

事
業
の
可
能
性
」
を
テ
ー

マ
に
講
演
が
あ
り
ま
し
た
。

冒

頭

、

「
労
働
者
派

遣
事
業
や
職

業
紹
介
も
含

め
た
労
働
市

場
法
制
が
歴
史
的
に
ど
う

い
う
流
れ
の
中
で
今
に
至
っ

て
い
て
、
そ
の
中
で
労
働

者
供
給
事
業
が
ど
う
い
う

可
能
性
が
あ
っ
て
、
ど
う

い
う
課
題
が
こ
れ
か
ら
先

に
待
ち
受
け
て
い
る
の
か

を
、
法
律
改
正
や
法
律
の

今
後
の
展
望
も
含
め
て
話

し
た
い
と
思
う
。
」
と
話

さ
れ
ま
し
た
。

労
働
市
場
に
法
に
よ
る

規
制
が
必
要
な
点
に
つ
い

て
、
江
戸
時
代
の
口
入
屋

か
ら
は
じ
ま
り
、
工
業
化

の
流
れ
の
中
で
、
１
９
２

１
年
に
職
業
紹
介
法
が
１

９
４
７
年
に
職
業
安
定
法

が
制
定
さ
れ
た
こ
と
、
産

業
構
造
の
変
化
に
よ
り
、

１
９
８
５
年
に
は
労
働
者

派
遣
法
が
制
定
さ
れ
、
１

９
９
６
年
に
職
業
安
定
法

施
行
規
則
が
改
正
さ
れ
た

こ
と
な
ど
を
話
さ
れ
ま
し

た
。労

働
者
供
給
事
業
の
可

能
性
に
つ
い
て
は
、
「
労

働
組
合
等
に
よ
る
労
働
者

供
給
事
業
は
無
料
の
供
給

を
行
っ
て
お
り
、
派
遣
と

違
っ
て
業
務
の
規
制
が
無

い
た
め
、
労
働
者
に
と
っ

て
も
利
益
に
な
り
、
供
給

先
に
も
利
益
に
な
り
、
供

給
が
円
滑
に
回
る
こ
と
に

よ
り
、
組
合
員
も
増
え
る

の
で
供
給
元
で
あ
る
労
働

組
合
に
と
っ
て
も
利
益
に

な
る
と
い
う
、W

in-W
in-

W
in

の
関
係
が
築
け
る
の
で

は
な
い
か
。
ま
た
、
そ
の

よ
う
な
関
係
だ
け
に
と
ど

ま
ら
ず
、
労
働
市
場
が
派

遣
で
行
う
よ
り
、
よ
り
円

滑
に
労
働
者
の
需
給
が
可

能
と
な
り
、
東
日
本
大
震

災
に
お
い
て
も
、
派
遣
で

は
難
し
い
と
こ
ろ
を
労
働

者
供
給
で
補
っ
て
き
た
と

い
う
こ
と
で
、
社
会
的
に

も
政
策
的
に
も
労
働
市
場

が
良
い
方
向
に
回
り
、W

in
-W

in-W
in-W

in

に
な
る
可

能
性
も
あ

る
。
」
と

話
さ
れ
ま

し
た
。

労
働
者

供
給
事
業
の
課
題
に
つ
い

て
３
つ
の
点
を
指
摘
を
さ

れ
ま
し
た
。
一
つ
目
は
、

「
派
遣
に
お
い
て
は
派
遣

先
の
果
た
す
べ
き
責
務
が

よ
り
重
く
な
っ
て
き
て
い

る
。
労
働
者
供
給
に
お
い

て
も
同
じ
よ
う
な
議
論
に

な
る
と
す
れ
ば
、
争
い
に

な
っ
た
時
や
、
許
可
条
件

が
変
更
に
な
っ
た
時
の
た

め
に
、
供
給
元
と
供
給
先

と
の
間
の
契
約
責
任
も
含

め
た
役
割
分
担
を
明
確
に

し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
」
、

二
つ
目
は
「
今
後
の
派
遣

と
の
競
争
を
考
え
て
も
、

供
給
先
の
労
働
者
と
の
バ

ラ
ン
ス
を
考
え
て
、
賃
金

等
の
供
給
条
件
の
待
遇
改

善
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
」

と
話
さ
れ
ま
し
た
。
三
つ

目
に
、
１
３
０
年
程
前
の

ア
メ
リ
カ
の
労
働
騎
士
団

の
例
を
挙
げ
、
「
労
働
騎

士
団
は
70
万
人
の
メ
ン
バ
ー

を
擁
し
た
が
、
労
働
者
に

よ
る
生
産
協
同
組
合
を
重

視
し
た
が
た
め
に
す
ぐ
に

失
敗
し
、
そ
の
後
、
激
減

し
た
。
失
敗
の
理
由
は
、

内
部
の
利
益
対
立
、
協
同

組
合
の
計
画
性
の
な
さ
、

そ
し
て
、
資
本
家
と
の
競

争
に
敗
れ
た
こ
と
だ
。
」

と
話
さ
れ
、
「
今
後
、
労

供
事
業
が
発
展
し
て
い
く

た
め
に
は
、
労
働
者
派
遣

事
業
等
と
の
規
制
改
革
の

中
で
の
競
争
が
待
っ
て
い

る
の
で
、
経
営
的
な
視
点
、

能
力
も
必
要
に
な
っ
て
く

る
の
で
は
な
い
か
。
」
と

話
さ
れ
ま
し
た
。
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講
演
「
労
働
市
場
法
制
の
課
題
と

労
働
者
供
給
事
業
の
可
能
性
」

東
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所

水
町
勇
一
郎
教
授

【2013年度活動方針】
1.主な活動課題

(1)労働者の権利の維持・拡大

(2)「供給・派遣」などによる労働者事業体の強化・発展

(3)労供事業を行っている、あるいは、行おうとする労働組合との関係を

維持し、労供労組協への参加を呼びかける。

(4)労働者派遣法が規制強化される中で、冊子「労供・派遣事業の手引き」

やパンフレット「派遣はダメ！労供を始めよう」を活用し、労働組合関

係団体に労供事業を働きかける。

2.他団体、行政との協力

(1)國學院大學経済学部の労供研究会の成果を活かし、労供事業法制定運

動を進める。

(2)NPO派遣労働ネットワークなど、非正規労働者に関する運動体などと

連携して運動を進める。

(3)行政に関与する労働者派遣事業適正運営協力員、しごと情報ネット運

営協議会委員などに引き続き参加する。

3.労供事業の深化と豊富化に向けて

(1)労供事業の事業主性を追究し、労供組合を社会労働保険の適用事業者

とするようにする。

(2)労働者が労働市場の支配力を高めるために、労供事業とともに職業教

育、共済活動、統一的な労働条件形成、労働相談の機能向上を追究する。

4.運営

(1)事務局ニュース「ろうきょう通信」を発行する。

(2)機関紙「ろうきょう」を発行する。

(3)総会を年1回、幹事会を年2回以上開催し、4役会議は随時開催する。

(4)秋季学習会を開催し、雇用システムの活性化、労供事業のあり方を学

習する。

(5)会費は現状どおりとし、必要な財政措置はその都度幹事会に諮る。


